
　少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確
保するため、文部科学省は「学校部活動の地域連携・地域移行」の施策を推進しています。特に、令和 7
年度までを「改革推進期間」とし、可能な限り早期の実現を目指しています。
　矢掛町においては、「矢掛で育つ子どもたちの希望を叶える持続的なまちづくり」のために、「矢中矢高
合同部活動」による「やかげ型地域クラブ」への移行を目指しており、令和７年４月からのスタートに向
けて準備を進めているところです。

※１）現在の矢中部活動時間は、平日16時45分までと定めていますが、希望者は18時（矢掛高校の練習時間）まで活動できるようになります。
　　　（休日は９時～12時を想定。矢掛高校各部活動に準ずる。例外あり。）
※２）基本的に顧問のもとで活動していきますが、段階的に外部指導員の採用・配置を行っていきます。
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生徒数の減少→選択肢の減少

部活動を希望する生徒

◎高校生は
　現行の部活動
　部員として活動

運営管理協力要請

子どもたちの希望を
叶える環境整備YSC入会

包括連携協定
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費用等

矢掛町での学び・経験・体験・交流を通じて「矢掛愛」「人間力」を育んでほしい
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基本構想

町の責務

•活動運営主体は、やかげスポーツクラブ
•中学生はクラブ員として活動
•活動のフィールドとして矢掛高校部活動を以って充てる
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矢高の部活
動に中学生
が参加して
一緒に活動

女子バレーボール、バスケットボール、ソフトテニス、
軟式野球、バドミントン、サッカー、卓球、陸上競技

（中学生：500円／人）
中学生の部活動支援として、町が助成

保護者負担：クラブ運営費の一部
（中学生スポーツ安全保険、各部の備品や消耗品、大会登録費、指導員報酬の一部に充当）
半年に１回集金「週あたりの活動日×2,500円」とします。
例）基本活動日が週２日の場合　2日×2,500円= 半年で   5,000円　年換算10,000円（保険料含む）
　　基本活動日が週５日の場合　5日×2,500円= 半年で12,500円　年換算25,000円（保険料含む）
※試合や遠征等の交通費や宿泊費、その他活動に係る経費が発生する場合は、別途実費負担あり。
※小北中学生（小田地区在住者）が、やかげスポーツクラブ（各種教室等）へ入会する場合の
　年会費　（500円／人）についても、町が助成します。

町からやかげスポーツクラブに助成
また、保険料、活動に係る経費として保護者に
も下記のとおり、一部ご負担いただきます。
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すべての部活動を選択可能！
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中高生合同で活動


